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軽
自
動
車
税
の
税
率
が
変
更
さ
れ
ま
し
た

【
問
い
合
わ
せ
】
課
税
課　
☎
22
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９
６
１
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ＦＡＸ
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・
９
６
１
８

平
成
27
年
度
か
ら

原
動
機
付
自
転
車・小
型
特
殊
自
動
車・二
輪
の
軽
自
動
車
・

二
輪
の
小
型
自
動
車
の
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

平
成
28
年
度
（
一
部
平
成
27
年
度
）
か
ら

四
輪
以
上
・
三
輪
の
軽
自
動
車
の
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

区　分 種　別 税率（年税額）
平成 26 年度まで 平成 27 年度以降

原動機付自転車

総排気量が 50cc 以下のもの 1,000 円 2,000 円

総排気量が 50cc を超え
90cc 以下のもの 1,200 円 2,000 円

総排気量が 90cc を超え
125cc 以下のもの 1,600 円 2,400 円

ミニカー 2,500 円 3,700 円

小型特殊自動車
農耕作業用（トラクターなど） 1,600 円 2,400 円

その他（フォークリフトなど） 4,700 円 5,900 円

二輪の軽自動車 総排気量が 125cc を超え
250cc 以下のもの 2,400 円 3,600 円

二輪の小型自動車 総排気量が
250cc を超えるもの 4,000 円 6,000 円

《原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車》

《四輪以上・三輪の軽自動車》

◆
平
成
27
年
４
月
１
日
以
後
に
新
規
登
録
し
た
車
両

　

下
表
の
「
平
成
27
年
４
月
１
日
以
後
新
規
登
録
車
両
」

の
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
27
年
４
月
１
日
に
新
規
登
録
し
た
車
両
の
み
平
成

27
年
度
か
ら
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
４
月
２
日
以

後
の
車
両
は
平
成
28
年
度
か
ら
下
表
の
税
率
が
適
用
さ
れ

ま
す
。

◆
新
規
登
録
後
13
年
を
経
過
し
た
車
両

　

下
表
の
「
新
規
登
録
後
13
年
経
過
車
両
」
の
税
率
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
電
気
・
天
然
ガ
ス
・
メ
タ
ノ
ー
ル
・
混
合
・

ガ
ソ
リ
ン
電
力
併
用
の
軽
自
動
車・被
け
ん
引
車
は
除
き
ま
す
。

区　分 種　別
税率（年税額）

平成27年3月31日
以前新規登録車両

平成27年4月1日
以後新規登録車両

新規登録後
13 年経過車両

軽自動車

三輪車 3,100 円 3,900 円 4,600 円

四輪乗用
営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

四輪貨物
営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

被けん引車 2,400 円 3,600 円 3,600 円

＊
「
新
規
登
録
」
と
は
、
初
め
て
車
両
番
号
の
指
定
（
ナ
ン

　

バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
付
）
を
受
け
た
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
で
軽
自
動
車

な
ど
を
所
有
す
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

軽
自
動
車
な
ど
を
廃
車
、
名
義
変
更
ま
た
は
住
所
を

変
更
し
た
と
き
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。
な
お
、
年
度

の
途
中
で
廃
車
ま
た
は
名
義
変
更
を
し
て
も
税
の
払
い

戻
し
は
あ
り
ま
せ
ん
。

*
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子
育
て
支
援
・
無
料
相
談

募
　
集

催
　
し

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ
拡
大
版

子
育
て
支
援
・
無
料
相
談

募
　
集

催
　
し

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ
拡
大
版

平
成
27
年
度 

集
落
営
農
支
援
事
業
補
助
金
の
対
象
事
業
を

募
集
し
ま
す

　
「
集
落
営
農
」
と
は
、
農
業
経
営
や
地
域
社
会
が
か
か
え

る
問
題
を
地
域
住
民
が
話
し
合
い
、
知
恵
を
出
し
あ
っ
て

解
決
す
る
こ
と
で
、
人
々
が
は
り
あ
い
を
持
っ
て
働
き
、

い
き
い
き
と
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
共
同
活
動
の
こ

と
を
い
い
ま
す
。

　

市
で
は
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
う
団
体
を
支
援
し

ま
す
。

【
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ
】

　
農
林
振
興
課　
☎
43
・
２
３
０
２　
ＦＡＸ  
43
・
２
３
１
３

︽
補
助
対
象
団
体
︾

　
次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
団
体
が

対
象
で
す
。 

○
集
落
営
農
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
集

　
落
環
境
と
機
能
の
維
持
に
つ
な
が
る
活

　
動
を
行
お
う
と
す
る
団
体
・
組
織

○
営
農
拠
点
が
市
内
に
あ
り
、
営
農
が
市

　
内
で
行
わ
れ
て
い
る
団
体
・
組
織

○
集
落
内
の
合
意
に
よ
っ
て
組
織
し
、
営

　
農
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

　
見
込
ま
れ
る
団
体
・
組
織

○
定
款
・
規
約
な
ど
の
定
め
が
あ
り
公
正

　
な
運
営
が
見
込
ま
れ
る
団
体

︽
補
助
事
業
な
ど
の
内
容
︾

　
集
落
営
農
の
推
進
に
必
要
な
経
費

①
農
業
用
機
械
機
具
購
入
費
助
成

②
建
物
の
新
築
・
改
修
費
助
成

︽
補
助
金
の
額
ま
た
は
交
付
率
︾

　
市
の
予
算
の
範
囲
内 

　
事
業
費
の
20
％
以
内

※
補
助
事
業
な
ど
の
内
容
が
①
の
場
合
は

　
上
限
１
０
０
万
円
、
②
の
場
合
は
上
限

　
２
０
０
万
円
、
下
限
は
①
、
②
と
も
20
万

　
円
と
し
、
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
る
。

【
募
集
期
間
】

　
１
月
５
日
㈪
～
２
月
20
日
㈮　
※
必
着

【
申
請
書
類
】　

○
伊
賀
市
集
落
営
農
支
援
事
業
審
査
申
込

申
請
書
（
様
式
第
１
号
）

○
団
体
の
定
款
・
規
約
・
会
則
な
ど

○
団
体
の
前
年
度
の
実
績
報
告
書
・
収
支

報
告
書

○
団
体
の
本
年
度
の
事
業
計
画
書
・
収
支

予
算
書

○
団
体
の
構
成
員
名
簿

※
申
請
書
と
募
集
要
項
は
、
農
林
振
興
課

　
と
各
支
所
振
興
課
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

　
ド
で
き
ま
す
。

【
審
査
方
法
】

　
次
の
項
目
に
つ
い
て
書
類
審
査
を
行
い
、

応
募
者
に
は
年
度
内
に
通
知
し
ま
す
。

①
営
農
活
動 

　

適
切
な
組
織
運
営
や
営
農
活
動
を
行
っ

て
い
る
か
、
ま
た
は
行
う
こ
と
が
見
込
め

る
か
。

②
公
益
的
活
動

　

集
落
環
境
・
機
能
の
維
持
に
資
す
る
活

動
を
行
っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
行
お
う
と

し
て
い
る
か
。

③
団
体
設
立
後
の
交
付
実
績 

　

団
体
設
立
後
当
事
業
の
交
付
を
受
け
て

お
ら
ず
、
活
動
支
援
を
特
に
必
要
と
し
て

い
る
か
。

④
過
去
５
年
間
の
交
付
実
績 

　

近
年
（
過
去
５
年
間
）
の
交
付
実
績
が

な
い
（
少
な
い
）
団
体
の
申
請
か
。

⑤
積
極
性 

　

市
や
地
域
が
実
施
す
る
事
業
、
イ
ベ
ン

ト
な
ど
に
対
し
て
積
極
的
に
参
加
し
て
い

る
か
、
ま
た
は
参
加
す
る
意
思
が
あ
る
か
。

⑥
開
放
性

　

当
該
団
体
に
加
入
を
希
望
す
る
者
に
対

し
て
、
門
戸
を
広
く
開
い
て
い
る
か
。

※
③
④
の
交
付
実
績
は
過
去
に
伊
賀
市
が

　

実
施
し
た
類
似
の
機
械
な
ど
購
入
助
成

　
事
業
を
指
し
ま
す
。

◆
補
助
事
業
の
内
容


